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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１条件を満たした場合、ベースバンド処理装置と移動通信端末との通信を仲介する第
１モードを選択し、第２条件を満たした場合、他の無線通信装置と前記移動通信端末との
通信を仲介する第２モードを選択する選択部と、
　前記選択部により前記第１モードが選択された場合、前記移動通信端末から無線信号を
受信してベースバンド信号に変換し前記ベースバンド処理装置に送信し、前記ベースバン
ド処理装置からベースバンド信号を受信して無線信号に変換して前記移動通信端末に送信
する無線処理部と、
　前記選択部により前記第２モードが選択された場合、前記他の無線通信装置から出力さ
れた信号を前記移動通信端末へ転送し、前記移動通信端末から出力された信号を前記他の
無線通信装置へ転送するリピータ部とを備え、
　前記選択部は、前記リピータ部の通信量又は時刻のいずれか一方を基に前記第１条件を
判定し、前記リピータ部の通信量を基に第１条件を判定する場合、前記無線処理部の通信
量を基に第２条件を判定し、時刻を基に前記第１条件を判定する場合、第２条件も時刻を
基に判定する
　ことを特徴とする無線通信装置。
【請求項２】
　前記選択部は、前記リピータ部の通信量が第１所定値以上の場合、第１条件を満たした
と判定し、前記無線処理部の通信量が第２所定値未満の場合、第２条件を満たしたと判定
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することを特徴とする請求項１に記載の無線通信装置。
【請求項３】
　前記選択部は、第１モード選択中に、前記移動通信端末への信号の送信出力が予め決め
られた出力閾値未満の場合に、前記無線処理部の通信量が前記第２所定値未満であると判
定することを特徴とする請求項２に記載の無線通信装置。
【請求項４】
　前記選択部は、第２モード選択中に、前記他の無線通信装置からの信号の信号強度が予
め決められた信号強度閾値以上の場合に、前記リピータ部の通信量が前記第１所定値以上
であると判定することを特徴とする請求項２又は３に記載の無線通信装置。
【請求項５】
　前記選択部は、第１時刻になった場合、前記第１条件を満たしたと判定し、前記第１時
刻とは異なる第２時刻になった場合、前記第２条件を満たしたと判定することを特徴とす
る請求項１に記載の無線通信装置。
【請求項６】
　前記選択部は、前記第１モード選択中に前記ベースバンド処理装置との通信に障害が発
生した場合、前記第２モードを選択することを特徴とする請求項１～５のいずれか一つに
記載の無線通信装置。
【請求項７】
　前記選択部は、前記第２モード選択中に前記他の無線通信装置との通信に障害が発生し
た場合、前記第１モードを選択することを特徴とする請求項１～６のいずれか一つに記載
の無線通信装置。
【請求項８】
　ベースバンド処理装置及び無線通信装置を有する基地局システムであって、
　前記ベースバンド処理装置は、
　前記無線通信装置から受信した信号又は前記無線通信装置に送信する信号に対してベー
スバンド処理を施すベースバンド処理部と、
　前記ベースバンド処理部に処理を行わせる前記無線通信装置を割り当てる制御部とを備
え、
　前記無線通信装置は、
　第１条件を満たした場合、前記ベースバンド処理装置と移動通信端末との通信を仲介す
る第１モードを選択し、第２条件を満たした場合、他の無線通信装置と前記移動通信端末
との通信を仲介する第２モードを選択する選択部と、
　前記選択部により第１モードが選択された場合、前記移動通信端末から無線信号を受信
してベースバンド信号に変換し前記ベースバンド処理部に送信し、前記ベースバンド処理
部からベースバンド信号を受信して無線信号に変換して前記移動通信端末に送信する無線
処理部と
　前記選択部により第２モードが選択された場合、前記他の無線通信装置から出力された
信号を前記移動通信端末へ転送し、前記移動通信端末から出力された信号を前記他の無線
通信装置へ転送するリピータ部とを備え、
　前記選択部は、前記リピータ部の通信量又は時刻のいずれか一方を基に前記第１条件を
判定し、前記リピータ部の通信量を基に第１条件を判定する場合、前記無線処理部の通信
量を基に第２条件を判定し、時刻を基に前記第１条件を判定する場合、第２条件も時刻を
基に判定する
　ことを特徴とする基地局システム。
【請求項９】
　制御部は、前記選択部が第２モードを選択している場合、前記他の無線通信装置の通信
量が第１閾値以上であれば、前記第１条件を満たしたことを前記選択部に通知し、前記選
択部が第１モードを選択している場合、前記無線処理部の通信量が第２閾値未満であれば
前記第２条件を満たしたことを前記選択部に通知することを特徴とする請求項８に記載の
基地局システム。
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【請求項１０】
　前記制御部は、前記選択部が第２モードを選択した場合、前記ベースバンド処理部に対
する前記無線通信装置の割り当てを解除することを特徴とする請求項８又は９に記載の基
地局システム。
【請求項１１】
　他の無線通信装置から出力された信号を移動通信端末へ転送し且つ前記移動通信端末か
ら出力された信号を前記他の無線通信装置へ転送する第１通信量又は時刻のいずれか一方
を基に第１条件を満たしたことを検知し、
　前記第１通信量を基に前記第１条件の判定を行う場合、前記移動通信端末から無線信号
を受信してベースバンド信号に変換しベースバンド処理装置へ送信し且つ前記ベースバン
ド処理装置からベースバンド信号を受信して無線信号に変換して前記移動通信端末に送信
する通信量を基に第２条件を満たしたことを検知し、時刻を基に前記第１条件の判定を行
う場合、第２条件を満たしたことも時刻を基に検知し、
　第１条件を満たした場合、移動通信端末から無線信号を受信してベースバンド信号に変
換しベースバンド処理装置に送信し、前記ベースバンド処理装置からベースバンド信号を
受信して無線信号に変換して前記移動通信端末に送信し
　第２条件を満たした場合、前記他の無線通信装置から出力された信号を前記移動通信端
末へ転送し、前記移動通信端末から出力された信号を前記他の無線通信装置へ転送する
　ことを特徴とする無線通信装置制御方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、無線通信装置、基地局システム及び無線通信装置制御方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、移動通信システムにおいて、基地局装置をＢＢＵ（Base　Band　Unit）とＲＲＨ
（Remote　Radio　Head）との２つの装置で構成する分離型の基地局装置が広く普及して
いる。ここで、ＢＢＵは、上位コアネットワークとの接続及びベースバンド処理を行う装
置である。ＲＲＨは、移動端末との無線接続を行い、アナログ信号の増幅を行う装置であ
る。また、ＢＢＵについては、ＲＲＨの設置場所とは異なる遠隔地に集中して設置する集
中ベースバンド処理装置（Ｃ－ＢＢＵ：Centralized　Baseband　Unit）も普及している
。
【０００３】
　一方、移動通信システムの通信圏の拡大には基地局装置以外にリピータが利用される場
合もある。リピータは、親基地局からの電波を受信し、受信した電波を増幅して送信する
ことにより、通信エリアを拡大する。基地局及びリピータは、通信圏内のトラフィック量
やユーザ数により使い分けられている。
【０００４】
　このように、移動通信システムの通信圏を拡大する場合、ＲＲＨなどを使用する基地局
とリピータとのいずれを使用するかの選択が行われる。リピータを使用する場合には、ベ
ースバンド処理装置を用いなくてもよく、ＢＢＵやコアネットワークと接続する回線を省
くことができる。そのため、リピータの設置は、基地局と比較して簡便である。
【０００５】
　一方、リピータは単に電波を増幅して送信するだけであり、移動通信システムとしての
容量は増加しない。そのため、リピータ配下の地域でトラフィックが増加すると、親基地
局の通信圏を含めて容量不足の問題が発生する可能性がある。
【０００６】
　そのため、一時的であっても一定以上のトラフィックが見込まれる地域における通信圏
の拡大の場合、リピータではなく基地局装置を設置してキャパシティを確保することが好
ましい。
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【０００７】
　なお、例えば、リピータを用いた移動通信システムとして、リピータが存在する場合に
は基地局装置が用いるサブキャリアを制限し、リピータは基地局装置が利用していないサ
ブキャリアを用いて通信を行う従来技術がある。これにより、周波数資源を有効利用する
ことができる。また、無線信号の送信元の高負荷を検出した場合に、リピータの再送信の
出力パワーを下げる従来技術がある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】特開２００８－１７７９６９号公報
【特許文献２】国際公開第２００５／０３４５５４号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　しかしながら、基地局装置を設置した場合、それぞれの基地局装置が収容する通信圏を
確保するために、配下にユーザがいなくてもＲＲＨを含む基地局装置は常に稼働しており
、ＢＢＵの使用リソースや消費電力の増加が問題となる。
【００１０】
　開示の技術は、上記に鑑みてなされたものであって、ユーザの急増に対する対応及び消
費電力の軽減を両立させる無線通信装置、基地局システム及び無線通信装置制御方法を提
供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本願の開示する無線通信装置、基地局システム及び無線通信装置制御方法は、一つの態
様において、選択部は、第１条件を満たした場合、ベースバンド処理装置と移動通信端末
との通信を仲介する第１モードを選択し、第２条件を満たした場合、他の無線通信装置と
前記移動通信端末との通信を仲介する第２モードを選択する。無線処理部は、前記選択部
により前記第１モードが選択された場合、前記移動通信端末から無線信号を受信してベー
スバンド信号に変換し前記ベースバンド処理装置に送信し、前記ベースバンド処理装置か
らベースバンド信号を受信して無線信号に変換して前記移動通信端末に送信する。リピー
タ部は、前記選択部により前記第２モードが選択された場合、前記他の無線通信装置から
出力された信号を前記移動通信端末へ転送し、前記移動端末から出力された信号を前記他
の無線通信装置へ転送する。前記選択部は、前記リピータ部の通信量又は時刻のいずれか
一方を基に前記第１条件を判定し、前記リピータ部の通信量を基に第１条件を判定する場
合、前記無線処理部の通信量を基に第２条件を判定し、時刻を基に前記第１条件を判定す
る場合、第２条件も時刻を基に判定する。
【発明の効果】
【００１２】
　本願の開示する無線通信装置、基地局システム及び無線通信装置制御方法の一つの態様
によれば、ユーザの急増に対する対応及び消費電力の軽減を両立させることができるとい
う効果を奏する。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】図１は、無線通信システムのシステム構成図である。
【図２】図２は、コアネットワークの一例の図である。
【図３】図３は、実施例１に係るハイブリッド無線通信装置のブロック図である。
【図４】図４は、Ｃ－ＢＢＵのブロック図である。
【図５】図５は、ハイブリッド無線通信装置がＲＲＨモードで動作する場合の運用状態を
表す図である。
【図６】図６は、ハイブリッド無線通信装置がリピータモードで動作する場合の運用状態
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を表す図である。
【図７】図７は、実施例１に係る無線通信システムにおけるＲＲＨモードからリピータモ
ードへの切り替え処理のシーケンス図である。
【図８】図８は、実施例１に係る無線通信システムにおけるリピータモードからＲＲＨモ
ードへの切り替え処理のシーケンス図である。
【図９】図９は、実施例１に係る通信システムにおけるＲＲＨモードからリピータモード
への変更時の処理のフローチャートである。
【図１０】図１０は、実施例１に係る通信システムにおけるリピータモードからＲＲＨモ
ードへの変更時の処理のフローチャートである。
【図１１】図１１は、実施例２に係るハイブリッド無線通信装置のブロック図である。
【図１２】図１２は、実施例２に係る無線通信システムにおけるＲＲＨモードからリピー
タモードへの切り替え処理のシーケンス図である。
【図１３】図１３は、実施例２に係る無線通信システムにおけるリピータモードからＲＲ
Ｈモードへの切り替え処理のシーケンス図である。
【図１４】図１４は、実施例４に係るハイブリッド無線通信装置のブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　以下に、本願の開示する無線通信装置、基地局システム及び無線通信装置制御方法の実
施例を図面に基づいて詳細に説明する。なお、以下の実施例により本願の開示する無線通
信装置、基地局システム及び無線通信装置制御方法が限定されるものではない。
【実施例１】
【００１５】
　図１を参照して、無線通信システムの概要について説明する。図１は、無線通信システ
ムのシステム構成図である。図１に示すように、無線通信システムは、ハイブリッド無線
通信装置１、ＲＲＨ２ａ～２ｂ、Ｃ－ＢＢＵ３ａ～３ｃ、コアネットワーク４及び移動通
信端末５を有する。以下では、ＲＲＨ２ａ～２ｂを区別しない場合には、単に「ＲＲＨ２
」という。また、Ｃ－ＢＢＵ３ａ～３ｃを区別しない場合には、単に「Ｃ－ＢＢＵ３」と
いう。
【００１６】
　コアネットワーク４は、例えば、図２に示すように、ＭＭＥ（Mobility　Management　
Entity）４１、ＨＳＳ（Home　Subscriber　server）４２、Ｓ－ＧＷ（Serving　Gateway
）４３及びＰ－ＧＷ（Packet　Data　Network　Gateway）４４を有している。さらに、コ
アネットワーク４は、ＰＣＲＦ（Policy　Charging　Rule　Function）４５を有している
。ＭＭＥ４１及びＨＳＳ４２は、移動通信端末５の認証を行う。そして、Ｓ－ＧＷ４３、
Ｐ－ＧＷ４４及びＰＣＲＦ４５は、移動通信端末５をＩＭＳ（Internet　Protocol　Mult
imedia　Subsystem）やＰＳＳ（Packet　Switching　Service）などのパケットサービス
網４６に接続させる。図２は、コアネットワークの一例の図である。
【００１７】
　Ｃ－ＢＢＵ３は、コアネットワーク４に接続される。また、Ｃ－ＢＢＵ３は、複数のＲ
ＲＨ２及びハイブリッド無線通信装置１を収容している。すなわち、Ｃ－ＢＢＵ３にはＲ
ＲＨ２やハイブリッド無線通信装置１が複数接続され、そのＣ－ＢＢＵ３が、接続されて
いるＲＲＨ２やハイブリッド無線通信装置１に対する信号の接続処理やベースバンド処理
を担当する。このＣ－ＢＢＵ３が、「ベースバンド処理装置」の一例である。
【００１８】
　ＲＲＨ２は、Ｃ－ＢＢＵ３にＣＰＲＩ（Common　Public　Radio　Interface）６を用い
て接続される。ＲＲＨ２は、通信エリアを有する。例えば、ＲＲＨ２ａは、通信エリア２
０ａを有し、ＲＲＨ２ｂは、通信エリア２０ｂを有する。
【００１９】
　ＲＲＨ２は、自装置の通信エリアに在圏する移動通信端末５との間で無線通信を行う。
具体的には、ＲＲＨ２は、移動通信端末５から無線信号を受信する。次に、ＲＲＨ２は、
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受信した無線信号を周波数変換しベースバンド信号に変換する。そして、ＲＲＨ２は、生
成したベースバンド信号を接続先のＣ－ＢＢＵ３へ送信する。また、ＲＲＨ２は、移動通
信端末５を宛先とするベースバンド信号をＣ－ＢＢＵ３から受信する。次に、ＲＲＨ２は
、受信したベースバンド信号を無線信号に変換する。そして、ＲＲＨ２は、生成した無線
信号を移動通信端末５へ送信する。
【００２０】
　ハイブリッド無線通信装置１は、リピータ機能とＲＲＨ機能を備えている。ハイブリッ
ド無線通信装置１は、リピータ機能又はＲＲＨ機能のいずれかを選択して動作する。ハイ
ブリッド無線通信装置１は、リピータとして動作する場合にはリピータモードで動作して
おり、ＲＲＨとして動作する場合にはＲＲＨモードで動作している。このＲＲＨモードが
、「第１モード」の一例にあたり、リピータモードが「第２モード」の一例にあたる。
【００２１】
　ハイブリッド無線通信装置１は、通信エリア１０を有している。ハイブリッド無線通信
装置１は、リピータ機能が動作するリピータモードの状態で移動通信端末５が通信エリア
１０に在圏する場合、移動通信端末５から受信した信号を増幅して親基地局となるＲＲＨ
２へ転送する。また、ハイブリッド無線通信装置１は、親基地局となるＲＲＨ２から受信
した信号を増幅して移動通信端末５へ送信する。この親基地局となるＲＲＨ２が、「他の
無線通信装置」の一例である。
【００２２】
　一方、ＲＲＨ機能が動作するＲＲＨモードの状態で移動通信端末５が通信エリア１０に
在圏する場合、ハイブリッド無線通信装置１は、他のＲＲＨ２と同様の動作を行う。この
ハイブリッド無線通信装置１が、「無線通信装置」の一例にあたる。
【００２３】
　移動通信端末５は、ハイブリッド無線通信装置１がＲＲＨモードで動作する場合、ハイ
ブリッド無線通信装置１を基地局装置の無線通信装置（ＲＲＨ）として通信を行う。これ
に対して、ハイブリッド無線通信装置１がリピータモードで動作する場合、ハイブリッド
無線通信装置１を介してＲＲＨ２を基地局装置の無線通信装置（ＲＲＨ）として通信を行
う。
【００２４】
　次に、図３を参照して、実施例１に係るハイブリッド無線通信装置１の詳細について説
明する。図３は、実施例１に係るハイブリッド無線通信装置のブロック図である。
【００２５】
　図３に示すように、実施例１に係るハイブリッド無線通信装置１は、ＲＲＨ部１１、リ
ピータ部１２を有している。さらに、ハイブリッド無線通信装置１は、アッテネータ１３
、混合器１４、ＰＡ（Power Amplifier）１５、送受信共用器１６、ＬＮＡ（Low　Noise
　Amplifier）１７、分配器１８、アッテネータ１９及び制御部２０を有している。さら
に、ハイブリッド無線通信装置１は、移動通信端末５と無線通信を行うための端末向アン
テナ２３及び親基地局であるＲＲＨ２と通信を行うための基地局向アンテナ２４を有して
いる。
【００２６】
　ＲＲＨ部１１は、光インタフェース１１１、ＡＤ／ＤＡ（Analog Digital/Digital Ana
log）変換部１１２、送信部１１３、受信部１１４及び発振器１１５を有している。ＲＲ
Ｈ部１１は、ハイブリッド無線通信装置１がＲＲＨモードで動作している場合、制御部２
０からの制御を受けて、電源の供給を受け連続して動作する。また、ハイブリッド無線通
信装置１がリピータモードで動作している場合、ＲＲＨ部１１は、制御部２０からの制御
を受けて、省電力モードへ移行する。省電力モードでは、光インタフェース１１１及びＡ
Ｄ／ＤＡ変換部１１２は、一定間隔で電源の供給を受け間欠動作を行い、送信部１１３及
び受信部１１４は電力供給が停止されることで動作を停止する、このＲＲＨ部１１が、「
無線通信部」の一例である。
【００２７】
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　光インタフェース１１１は、Ｃ－ＢＢＵ３とＲＲＨ部１１のＡＤ／ＤＡ変換部１１２と
の間の通信のインタフェースである。光インタフェース１１１は、Ｃ－ＢＢＵ３から受信
したベースバンド信号をＡＤ／ＤＡ変換部１１２へ転送する。また、光インタフェース１
１１は、ＡＤ／ＤＡ変換部１１２から受信したベースバンド信号をＣ－ＢＢＵ３へ転送す
る。
【００２８】
　ＡＤ／ＤＡ変換部１１２は、ＤＡＣ（Digital　Analog　Converter）１１６及びＡＤＣ
（Analog　Digital　Converter）１１７を有している。ＡＤ／ＤＡ変換部１１２は、光イ
ンタフェース１１１からベースバンド信号を受信する。そして、ＤＡＣ１１６は、デジタ
ル信号であるベースバンド信号をアナログ信号に変換する。その後、ＤＡＣ１１６は、ア
ナログ信号に変換したベースバンド信号を送信部１１３に出力する。
【００２９】
　また、ＡＤＣ１１７は、受信部１１４からベースバンド信号を受信する。そして、ＡＤ
Ｃ１１７は、アナログ信号であるベースバンド信号をデジタル信号に変換する。その後、
ＡＤ／ＤＡ変換部１１２は、デジタル信号に変換したベースバンド信号を光インタフェー
ス１１１に出力する。
【００３０】
　さらに、ＡＤ／ＤＡ変換部１１２は、ハイブリッド無線通信装置１がＲＲＨモードで動
作している場合、光インタフェース１１１を介してＣ－ＢＢＵ３から、リピータモードへ
の切替指示の制御信号を受信する。そして、ＡＤ／ＤＡ変換部１１２は、受信したリピー
タモードへの切替指示の制御信号を制御部２０に出力する。
【００３１】
　また、ＡＤ／ＤＡ変換部１１２は、ハイブリッド無線通信装置１がリピータモードで動
作している場合、光インタフェース１１１を介してＣ－ＢＢＵ３から、ＲＲＨモードへの
切替指示の制御信号を受信する。そして、ＡＤ／ＤＡ変換部１１２は、受信したＲＲＨモ
ードへの切替指示の制御信号を制御部２０に出力する。
【００３２】
　送信部１１３は、直交変調器１３１及びアップコンバータ１３２を有している。直交変
調器１３１は、ベースバンド信号の入力をＤＡＣ１１６から受ける。次に、直交変調器１
３１は、受信したベースバンド信号を変調する。そして、直交変調器１３１は、変調した
信号をアップコンバータ１３２へ出力する。
【００３３】
　アップコンバータ１３２は、変調されたベースバンド信号の入力を直交変調器１３１か
ら受ける。次に、アップコンバータ１３２は、発振器１１５からの出力信号を混合して、
ベースバンド信号の周波数を無線周波数に変換する。そして、アップコンバータ１３２は
、無線周波数を有する信号をアッテネータ１３に出力する。
【００３４】
　受信部１１４は、直交復調器１４１及びダウンコンバータ１４２を有している。ダウン
コンバータ１４２は、無線周波数を有する信号の入力を分配器１８から受ける。次に、受
信部１１４は、受信した信号に発振器１１５からの出力信号を混合して周波数変換を行い
ベースバンド信号を生成する。そして、ダウンコンバータ１４２は、生成したベースバン
ド信号を直交復調器１４１に出力する。
【００３５】
　直交復調器１４１は、ベースバンド信号の入力をダウンコンバータ１４２から受ける。
次に、直交復調器１４１は、受信したベースバンド信号を復調する。その後、直交復調器
１４１は、復調したベースバンド信号をＡＤＣ１１７に出力する。
【００３６】
　リピータ部１２は、送受信共用器１２１、ＰＡ１２２及び信号モニタ部１２３を有する
。リピータ部１２は、ハイブリッド無線通信装置１がリピータモードで動作している場合
、制御部２０からの制御を受けて、電源の供給を受け連続して動作する。また、ハイブリ
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ッド無線通信装置１がＲＲＨモードで動作している場合、リピータ部１２は、制御部２０
からの制御を受けて、電源の供給が停止されることで動作を停止する。
【００３７】
　送受信共用器１２１は、基地局向アンテナ２４を介して親基地局であるＲＲＨ２により
送出された信号を受信する。そして、送受信共用器１２１は、受信した信号を信号モニタ
部１２３へ出力する。また、送受信共用器１２１は、ＰＡ１２２送信された信号を基地局
向アンテナ２を介して親基地局であるＲＲＨ２へ送信する。
【００３８】
　ＰＡ１２２は、移動通信端末５から送られてきた信号の入力を分配器１８から受ける。
そして、ＰＡ１２２は、受信した信号を増幅する。その後、ＰＡ１２２は、増幅した信号
を送受信共用器１２１に出力する。
【００３９】
　信号モニタ部１２３は、ＲＲＨ２から送られてきた信号の入力を送受信共用器１２１か
ら受ける。そして、信号モニタ部１２３は、受信した信号の信号強度を測定する。その後
、信号モニタ部１２３は、信号をアッテネータ１９へ出力する。
【００４０】
　アッテネータ１３は、信号の入力を送信部１１３から受ける。アッテネータ１３は、受
信した信号を減衰させて混合器１４へ出力する。アッテネータ１３による信号の減衰量は
以下のようになる。
【００４１】
　アッテネータ１３は、ＲＲＨモードからリピータモードへ遷移する場合、制御部２０か
ら減衰量の増加の指示を受ける。そして、アッテネータ１３は、制御部２０からの指示を
受けて、減衰量を上限まで徐々に増加させる。この場合、アッテネータ１３は、徐々に増
加していく減衰量を用いて信号を減衰させる。そして、アッテネータ１３は、減衰させた
信号を混合器１４に出力する。
【００４２】
　その後、リピータモードへの遷移が完了した状態で、アッテネータ１３は、受信した信
号を減衰量の上限で減衰させ、十分に低い出力とする。
【００４３】
　これに対して、リピータモードからＲＲＨモードへ遷移する場合、アッテネータ１３は
、制御部２０から減衰量の減少の指示を受ける。そして、アッテネータ１３は、制御部２
０からの指示を受けて、減衰量を徐々に減少させる。この場合、アッテネータ１３は、徐
々に減少していく減衰量を用いて信号を減衰させる。そして、アッテネータ１３は、減衰
させた信号を混合器１４に出力する。
【００４４】
　その後、ＲＲＨモードへの遷移が完了した状態で、アッテネータ１３は、受信した信号
を減衰させずに混合器１４に出力する。
【００４５】
　アッテネータ１９は、信号の入力を信号モニタ部１２３から受ける。アッテネータ１９
は、受信した信号を減衰させて混合器１４へ出力する。アッテネータ１９による信号の減
衰量は以下のようになる。
【００４６】
　アッテネータ１９は、ＲＲＨモードからリピータモードへ遷移する場合、制御部２０か
ら減衰量の減少の指示を受ける。そして、アッテネータ１９は、制御部２０からの指示を
受けて、減衰量を徐々に減少させる。この場合、アッテネータ１９は、徐々に減少してい
く減衰量を用いて信号を減衰させる。そして、アッテネータ１９は、減衰させた信号を混
合器１４に出力する。
【００４７】
　その後、リピータモードへの遷移が完了した状態で、アッテネータ１９は、受信した信
号を減衰させずに混合器１４に出力する。
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【００４８】
　これに対して、リピータモードからＲＲＨモードへ遷移する場合、アッテネータ１９は
、制御部２０から減衰量の増加の指示を受ける。そして、アッテネータ１９は、制御部２
０からの指示を受けて、減衰量を上限まで徐々に増加させる。この場合、アッテネータ１
９は、徐々に増加していく減衰量を用いて信号を減衰させる。そして、アッテネータ１３
は、減衰させた信号を混合器１４に出力する。
【００４９】
　その後、ＲＲＨモードへの遷移が完了した状態で、アッテネータ１９は、受信した信号
を減衰量の上限で減衰させ、十分に低い出力とする。
【００５０】
　混合器１４は、アッテネータ１３及びアッテネータ１９から無線周波数を有する信号の
入力を受ける。そして、混合器１４は、受信した信号をＰＡ１５へ出力する。
【００５１】
　ＰＡ１５は、無線周波数を有する信号の入力を混合器１４から受ける。そして、ＰＡ１
５は、受信した信号を増幅する。その後、ＰＡ１５は、増幅した信号を送受信共用器１６
へ出力する。
【００５２】
　送受信共用器１６は、無線周波数を有する信号の入力をＰＡ１５から受ける。そして、
送受信共用器１６は、端末向アンテナ２３を介して受信した信号を移動通信端末５に送信
する。
【００５３】
　また、送受信共用器１６は、端末向アンテナ２３を介して移動通信端末５から送信され
た信号の入力を受ける。そして、送受信共用器１６は、受信した信号をＬＮＡ１７に出力
する。
【００５４】
　ＬＮＡ１７は、移動通信端末５により送信された信号の入力を送受信共用器１６から受
ける。そして、ＬＮＡ１７は、受信した信号を増幅する。その後、ＬＮＡ１７は、増幅し
た信号を分配器１８へ出力する。
【００５５】
　分配器１８は、移動通信端末５により送信された信号の入力をＬＮＡ１７から受ける。
そして、分配器１８は、受信した信号を受信部１１４及びＰＡ１２２へ出力する。
【００５６】
　制御部２０は、ＣＰＵ（Central　Processing　unite）２０１及びメモリ２０２を有し
ている。制御部２０は、ＣＰＵ２０１及びメモリ２０２を用いて以下の処理を行う。
【００５７】
　ハイブリッド無線通信装置１と通信エリア１０に在圏する各移動通信端末５との間の通
信のトラフィック量が予め設定されたリピータ閾値未満になった場合、制御部２０は、リ
ピータモードへの切替指示の制御信号の入力をＡＤ／ＤＡ変換部１１２から受ける。
【００５８】
　リピータモードへの切替指示の制御信号を受信すると、制御部２０は、リピータ部１２
への電力供給を電源部２１に指示する。これにより、制御部２０は、リピータ部１２の動
作を開始させる。次に、制御部２０は、アッテネータ１３に対して減衰量の増加を指示す
る。また、制御部２０は、アッテネータ１９に対して減衰量の減少を指示する。
【００５９】
　アッテネータ１３の減衰量が上限に達し、アッテネータ１９の減衰量が下がりきると、
制御部２０は、ＣＰＲＩ６の接続解除をＣ－ＢＢＵ３に通知する。その後、制御部２０は
、ＲＲＨ部１１に対する省電力モードによる電力供給を電源部２１に指示する。これによ
り、制御部２０は、ＲＲＨ部１１を省電力モードへ移行させ、光インタフェース１１１及
びＡＤ／ＤＡ変換部１１２を間欠動作させる。
【００６０】
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　この場合、ＲＲＨ部１１の出力が徐々に下がっていくので、ハイブリッド無線通信装置
１を基地局の無線通信装置（ＲＲＨ）としていた移動通信端末５は、徐々にハンドオーバ
していく。移動通信端末５は、他のＲＲＨ２をハンドオーバ先としてもよいし、リピータ
部１２を介して親基地局であるＲＲＨ２をハンドオーバ先としてもよい。
【００６１】
　このように、制御部２０は、ＲＲＨモードで動作するハイブリッド無線通信装置１のト
ラフィック量が低下した場合に、リピータモードに変更し、ＲＲＨ部１１を間欠動作させ
る。これにより、トラフィック量が低いときには、ハイブリッド無線通信装置１は、通信
エリアを担保するとともに、電力消費を軽減することができる。
【００６２】
　また、ハイブリッド無線通信装置１の親基地局であるＲＲＨ２の通信のトラフィック量
がＲＲＨ閾値以上になった場合、制御部２０は、ＲＲＨモードへの切替指示の制御信号の
入力を間欠的に動作するＡＤ／ＤＡ変換部１１２から受ける。
【００６３】
　ＲＲＨモードへの切替指示の制御信号を受信すると、制御部２０は、ＲＲＨ部１１への
電力供給の開始を電源部２１に指示する。これにより、制御部２０は、ＲＲＨ部１１を連
続動作に移行させる。次に、制御部２０は、Ｃ－ＢＢＵ３とのＣＰＲＩ６を用いた接続を
確立する。
【００６４】
　さらに、制御部２０は、アッテネータ１３に対して減衰量の減少を指示する。また、制
御部２０は、アッテネータ１９に対して減衰量の増加を指示する。
【００６５】
　アッテネータ１９の減衰量が上限に達し、アッテネータ１３の減衰量が下がりきると、
制御部２０は、リピータ部１２への電力供給の停止を電源部２１に指示する。これにより
、制御部２０は、リピータ部１２の動作を停止させる。
【００６６】
　このように、制御部２０は、リピータモードで動作するハイブリッド無線通信装置１の
トラフィック量が増加した場合に、ＲＲＨモードに変更し、ＲＲＨ部１１を起動しＲＲＨ
機能を動作させる。これにより、トラフィック量が多いときには、ハイブリッド無線通信
装置１は、キャパシティ及び通信エリアの両方を担保することができる。この制御部２０
が、「選択部」の一例にあたる。
【００６７】
　次に、図４を参照して、本実施例に係るＣ－ＢＢＵ３の詳細について説明する。図４は
、Ｃ－ＢＢＵのブロック図である。
【００６８】
　Ｃ－ＢＢＵ３は、コアネットワークインタフェース３１、ＢＢ（Base　Band）処理部３
２、スイッチ３３、ＲＲＨインタフェース３４及び制御部３６を有する。
【００６９】
　ＢＢ処理部３２は、ＢＢ処理カード３２１ａ～３２１ｄを有している。ＢＢ処理カード
３２１ａ～３２１ｄは、同じ機能を有する。そこで、以下では、ＢＢ処理カード３２１ａ
～３２１ｄのそれぞれを区別しない場合、単に「ＢＢ処理カード３２１」という。
【００７０】
　また、ＲＲＨインタフェース３４は、光インタフェース３４１ａ～３４１ｄを有してい
る。光インタフェース３４１ａ～３４１ｄは、同じ機能を有する。そこで、以下では、光
インタフェース３４１ａ～３４１ｄのそれぞれを区別しない場合、単に「光インタフェー
ス３４１」という。
【００７１】
　コアネットワークインタフェース３１は、コアネットワーク４とＣ－ＢＢＵ３との間の
通信のインタフェースである。また、コアネットワークインタフェース３１は、コアネッ
トワーク４と各ＢＢ処理カード３２１とを結ぶ経路を切り替えるスイッチ機能を有してい
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る。
【００７２】
　コアネットワークインタフェース３１は、コアネットワーク４から信号の入力を受ける
。そして、コアネットワークインタフェース３１は、制御部３６からの経路切り替え指示
を受ける。その後、コアネットワークインタフェース３１は、コアネットワーク４から受
信した信号を指示されたＢＢ処理カード３２１に出力する。
【００７３】
　各ＢＢ処理カード３２１は、制御部３６によりＲＲＨ２及びハイブリッド無線通信装置
１に対して割り当てられる。ここで、ＢＢ処理カード３２１にハイブリッド無線通信装置
１が割り当てられる場合とは、ハイブリッド無線通信装置１がＲＲＨモードで動作してい
る場合である。
【００７４】
　ＢＢ処理カード３２１は、割り当てられた装置宛てのベースバンド信号の入力をコアネ
ットワークインタフェース３１から受ける。そして、ＢＢ処理カード３２１は、ベースバ
ンド信号に対して、符号化処理及び変調処理を施す。その後、ＢＢ処理カード３２１は、
各処理を施したベースバンド信号をスイッチ３３へ出力する。
【００７５】
　また、ＢＢ処理カード３２１は、割り当てられた装置から送信されたベースバンド信号
の入力をスイッチ３３から受ける。そして、ＢＢ処理カード３２１は、ベースバンド信号
に対して、復調処理及び復号化処理を施す。その後、ＢＢ処理カード３２１は、各処理を
施したベースバンド信号をコアネットワークインタフェース３１へ出力する。
【００７６】
　さらに、ＢＢ処理カード３２１は、ハイブリッド無線通信装置１が割り当てられている
場合、割り当てられたハイブリッド無線通信装置１がリピータモードに遷移すると、制御
部３６による電力供給の停止の制御を受けて動作を停止する。これにより、ＢＢ処理カー
ド３２１は、他の装置に割り当てることができＣ－ＢＢＵ３のリソースを有効に活用する
ことができる。
【００７７】
　また、ＢＢ処理カード３２１は、ハイブリッド無線通信装置１がＲＲＨモードに遷移し
た場合、制御部３６による電力供給の開始の制御を受けて起動する。これにより、ハイブ
リッド無線通信装置１は、ＲＲＨモードに遷移後、迅速に通信を開始することができる。
このＢＢ処理カード３２１が、「ベースバンド処理部」の一例にあたる。
【００７８】
　各光インタフェース３４１は、いずれかのＲＲＨ２又はハイブリッド無線通信装置１に
接続されている。例えば、図４であれば、光インタフェース３４１ａは、ＲＲＨ２ａに接
続され、光インタフェース３４１ｂは、ハイブリッド無線通信装置１に接続され、光イン
タフェース３４１ｃは、ＲＲＨ２ｂに接続され、光インタフェース３４１ｄは、ＲＲＨ２
ｃに接続される。
【００７９】
　また、ハイブリッド無線通信装置１に接続されている光インタフェース３４１は、その
ハイブリッド無線通信装置１がリピータモードに遷移した場合、制御部３６から電力供給
の停止の制御を受けて、動作を停止する。これにより、接続するハイブリッド無線通信装
置１がリピータモードのために通信を行うことのない光インタフェース３４１を停止する
ことができ、省電力を削減することができる。
【００８０】
　スイッチ３３は、ＢＢ処理部３２が有する各ＢＢ処理カード３２１とＲＲＨインタフェ
ース３４が有する各光インタフェース３４１との接続を切り替えるためのスイッチである
。スイッチ３３は、制御部３６からの指示を受けて、ＢＢ処理カード３２１から受信した
ベースバンド信号を、ＢＢ処理カード３２１に割り当てられた装置に繋がる光インタフェ
ース３４１へ転送する。また、スイッチ３３は、制御部３６からの指示を受けて、光イン
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タフェース３４１から受信したベースバンド信号を、そのベースバンド信号の送信元の装
置が割り当てられたＢＢ処理カード３２１に転送する。
【００８１】
　制御部３６は、ＣＰＵ３６１及びメモリ３６２を有している。制御部３６は、ＣＰＵ３
６１及びメモリ３６２を用いて以下の処理を行う。
【００８２】
　制御部３６は、コアネットワークインタフェース３１、ＢＢ処理部３２、スイッチ３３
及びＲＲＨインタフェース３４の制御を行う。以下に、制御部３６の動作の詳細について
説明する。
【００８３】
　制御部３６は、各光インタフェース３４１に接続されたＲＲＨ２及びハイブリッド無線
通信装置１に対して、ＢＢ処理カード３２１を割り当てる。例えば、制御部３６は、最初
に起動している各ＲＲＨ２及びハイブリッド無線通信装置１に対して１つずつＢＢ処理カ
ード３２１を割り当てる。その後、ＢＢ処理カード３２１の容量を超えた場合、そのＢＢ
処理カードに割り当てられた装置に対して、さらにＢＢ処理カード３２１を割り当てる。
【００８４】
　コアネットワーク４から移動通信端末５へ信号を送信する場合、制御部３６は、コアネ
ットワークインタフェース３１が受信した信号の宛先を取得する。宛先とは、どのＲＲＨ
２又はハイブリッド無線通信装置１を経由して、どの移動通信端末５へ信号を送信するか
の情報である。そして、制御部３６は、信号の宛先の装置が割り当てられたＢＢ処理カー
ド３２１に信号を転送するように、コアネットワークインタフェース３１を制御する。さ
らに、制御部３６は、信号が送られたＢＢ処理カード３２１の出力がそのＢＢ処理カード
３２１に割り当てられた装置に接続された光インタフェース３４１に送信されるようにス
イッチ３３を制御する。
【００８５】
　移動通信端末５からコアネットワーク４へ信号を送信する場合、制御部３６は、光イン
タフェース３４１に入力された信号の送信元を取得する。送信元とは、どのＲＲＨ２又は
ハイブリッド無線通信装置１がその信号を送ってきたかの情報である。そして、制御部３
６は、信号の送信元の装置が割り当てられたＢＢ処理カード３２１に信号を転送するよう
に、スイッチ３３を制御する。さらに、制御部３６は、信号が送られたＢＢ処理カード３
２１の出力がコアネットワーク４に送信されるようにコアネットワークインタフェース３
１を制御する。
【００８６】
　また、制御部３６は、ハイブリッド無線通信装置１をＲＲＨモードからリピータモード
へ切り替えるためのリピータ閾値及びリピータモードからＲＲＨモードへ切り替えるため
のＲＲＨ閾値を記憶する。このリピータ閾値が、「第１所定値」及び「第１閾値」の一例
にあたり、ＲＲＨ閾値が、「第２所定値」及び「第２閾値」の一例にあたる。
【００８７】
　さらに、制御部３６は、自装置のＣ－ＢＢＵ３に接続されているハイブリッド無線通信
装置１の動作モードを記憶する。制御部３６は、後述するように、ハイブリッド無線通信
装置１の動作モードを指定するので、ハイブリッド無線通信装置１の動作モードを把握す
ることができる。
【００８８】
　また、制御部３６は、リピータモードで動作するハイブリッド無線通信装置１の親基地
局であるＲＲＨ２の情報を記憶する。例えば、ハイブリッド無線通信装置１がリピータモ
ードで動作する場合の親基地局となるＲＲＨ２は予め決められており、制御部３６は、そ
の組み合わせを記憶する。
【００８９】
　制御部３６は、各ＢＢ処理カード３２１により処理されているトラフィック量を取得す
る。例えば、制御部３６は、コアネットワークインタフェース３１が受信した信号の宛先
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のＢＢ処理カード３２１の情報を記憶しておき、その合計から各ＢＢ処理カード３２１に
より処理されているトラフィック量を取得することができる。
【００９０】
　そして、制御部３６は、ハイブリッド無線通信装置１が割り当てられたＢＢ処理カード
３２１が処理するトラフィック量がリピータ閾値を下回った場合、そのハイブリッド無線
通信装置１に接続する光インタフェース３４１を特定する。そして、制御部３６は、特定
した光インタフェース３４１及びＣＰＲＩ６を介してそのハイブリッド無線通信装置１に
リピータモードへの切替指示の制御信号を送信する。
【００９１】
　その後、制御部３６は、ＣＰＲＩ６の接続解除の通知をそのハイブリッド無線通信装置
１から受信すると、そのハイブリッド無線通信装置１が接続する光インタフェース３４１
を間欠動作に移行させる。さらに、制御部３６は、そのハイブリッド無線通信装置１が割
り当てられたＢＢ処理カード３２１へのリソースの割り当てを解除する。そして、制御部
３６は、リソースが解除されたＢＢ処理カード３２１への電力供給を停止する。
【００９２】
　このように、制御部３６は、ＲＲＨモードで動作するハイブリッド無線通信装置１のト
ラフィック量が低下した場合に、リピータモードに変更し、ＢＢ処理カード３２１へのリ
ソースの割り当てを解除し、光インタフェース３４１を間欠動作させる。これにより、ト
ラフィック量が低いときには、リピータモードで動作するハイブリッド無線通信装置１に
より通信エリアを担保するとともに、Ｃ－ＢＢＵ３においてリソースの使用効率を向上さ
せ、且つ電力消費を軽減することができる。
【００９３】
　次に、リピータモードで動作するハイブリッド無線通信装置１の親基地局のＲＲＨ２が
割り当てられたＢＢ処理カード３２１が処理するトラフィック量が、ＲＲＨ閾値以上にな
った場合について説明する。その場合、制御部３６は、そのＲＲＨ２を親基地局とするリ
ピータモードで動作するハイブリッド無線通信装置１に接続する光インタフェース３４１
を特定する。次に、制御部３６は、特定した光インタフェース１を連続動作に変更する。
そして、制御部３６は、その光インタフェース３４１及びＣＰＲＩ６を介してハイブリッ
ド無線通信装置１にＲＲＨモードへの切替指示の制御信号を送信する。さらに、制御部３
６は、そのハイブリッド無線通信装置１に対してＢＢ処理カード３２１へのリソースを割
り当てる。
【００９４】
　このように、制御部３６は、リピータモードで動作するハイブリッド無線通信装置１の
トラフィック量が増加した場合に、ＲＲＨモードに変更し、光インタフェース３４１を起
動し、ＢＢ処理カード３２１を割り当てる。これにより、トラフィック量が多いときには
、ＲＲＨモードで動作するハイブリッド無線通信装置１によりキャパシティと通信エリア
の両方を担保することができる。
【００９５】
　次に、図５及び６を参照して、ハイブリッド無線通信装置１がＲＲＨモード又はリピー
タモードで動作する場合の通信関係について説明する。図５は、ハイブリッド無線通信装
置がＲＲＨモードで動作する場合の運用状態を表す図である。また、図６は、ハイブリッ
ド無線通信装置がリピータモードで動作する場合の運用状態を表す図である。
【００９６】
　ハイブリッド無線通信装置１がＲＲＨモードで動作する場合、図５に示すように、Ｃ－
ＢＢＵ３ｂとハイブリッド無線通信装置１とは、ＣＰＲＩ６を介して常時接続されている
。そして、通信エリア１０に在圏する移動通信端末５は、ハイブリッド無線通信装置１を
介してＣ－ＢＢＵ３ｂに信号を送信する。
【００９７】
　この場合、通信エリア１０を有するハイブリッド無線通信装置１に割り当てられたＢＢ
処理カード３２１をＣ－ＢＢＵ３ｂが有するので、そのＢＢ処理カード３２１分のキャパ
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シティが確保される。すなわち、図５の状態では、通信エリアとして２０ａ，２０ｂ及び
１０が確保された上で、ハイブリッド無線通信装置１、並びに、ＲＲＨ２ａ及び２ｂに割
り当てられたＢＢ処理カード３２１分のキャパシティが確保される。
【００９８】
　これに対して、ハイブリッド無線通信装置１がリピータモードで動作する場合、図６に
示すように、Ｃ－ＢＢＵ３ｂとハイブリッド無線通信装置１との間では、ＣＰＲＩ６によ
る常時接続が維持されない。そして、通信エリア１０に在圏する移動通信端末５は、ハイ
ブリッド無線通信装置１を経由してＲＲＨ２ｂに信号を送り、ＲＲＨ２ｂを介してＣ－Ｂ
ＢＵ３ｂに信号を送信する。
【００９９】
　この場合、ハイブリッド無線通信装置１にはＢＢ処理カード３２１が割り当てられてい
ないので、そのＢＢ処理カード３２１分のキャパシティが図５の場合よりも少なくなる。
すなわち、図６の状態では、図５と同様に通信エリアとして２０ａ，２０ｂ及び１０が確
保されるが、ＲＲＨ２ａ及び２ｂに割り当てられたＢＢ処理カード３２１分のキャパシテ
ィしか確保されない。
【０１００】
　次に、図７を参照して、本実施例に係る無線通信システムにおけるＲＲＨモードからリ
ピータモードへの切り替え手順について説明する。図７は、実施例１に係る無線通信シス
テムにおけるＲＲＨモードからリピータモードへの切り替え処理のシーケンス図である。
図７は下に進むにしたがい時間が経過することを表す。
【０１０１】
　切替前には、ＲＲＨ２は、ＣＰＲＩ６を介してＣ－ＢＢＵ３と接続している（ステップ
Ｓ１０１）。また、ハイブリッド無線通信装置１は、ＲＲＨモードで動作しており、ＣＰ
ＲＩ６を介してＣ－ＢＢＵ３と接続している（ステップＳ１０２）。また、移動通信端末
５は、通信エリア１０に在圏しており、ＲＲＨ部１１によりハイブリッド無線通信装置１
と無線接続している（ステップＳ１０３）。
【０１０２】
　Ｃ－ＢＢＵ３の制御部３６は、ハイブリッド無線通信装置１への送信信号によりハイブ
リッド無線通信装置１のトラフィックを監視する（ステップＳ１０４）。
【０１０３】
　そして、制御部３６は、ハイブリッド無線通信装置１のトラフィック量がリピータ閾値
未満か否かを判定する（ステップＳ１０５）。ここでは、トラフィック量がリピータ閾値
未満であるとする。
【０１０４】
　制御部３６は、リピータモードへの切替指示の制御信号をハイブリッド無線通信装置１
に送信する。ハイブリッド無線通信装置１の制御部２０は、リピータモードへの切替指示
の制御信号をＣ－ＢＢＵ３から受信する（ステップＳ１０６）。
【０１０５】
　そして、リピータ部１２は、親基地局であるＲＲＨ２からの信号の受信を開始する（ス
テップＳ１０７）。
【０１０６】
　親基地局であるＲＲＨ２は、ＣＰＲＩ６を介してのＣ－ＢＢＵ３との接続を継続する（
ステップＳ１０８）。
【０１０７】
　ハイブリッド無線通信装置１は、リピータ部１２を介して親基地局であるＲＲＨ２と無
線通信で接続する（ステップＳ１０９）。
【０１０８】
　次に、制御部２０は、アッテネータ１３の減衰量を増加させ、ＲＲＨ部１１の出力を減
少させる。また、制御部２０は、アッテネータ１９の減衰量を減少させ、リピータ部１２
の出力を増加させる（ステップＳ１１０）。
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【０１０９】
　移動通信端末５は、ＲＲＨ部１１の出力が減少することで受信強度が減少するので、ハ
ンドオーバを実行する（ステップＳ１１１）。ここでは、移動通信端末５がリピータモー
ドに遷移したハイブリッド無線通信装置１にハンドオーバする場合で説明する。
【０１１０】
　移動通信端末５は、ハンドオーバを実行し、リピータ部１２によりハイブリッド無線通
信装置１と無線接続する（ステップＳ１１２）。この場合、移動通信端末５は、ハイブリ
ッド無線通信装置１を介してＲＲＨ２へ信号を送信し、ＲＲＨ２は、受信した移動通信端
末５からの信号をＣ－ＢＢＵ３へ送信する。
【０１１１】
　制御部２０は、アッテネータ１３の減衰量が上限に達すると、ＣＰＲＩ６の接続解除の
通知をＣ－ＢＢＵ３の制御部３６へ送信する（ステップＳ１１３）。
【０１１２】
　Ｃ－ＢＢＵ３の制御部３６は、ＣＰＲＩ６の接続解除の通知を受けると、ハイブリッド
無線通信装置１を割り当てていたＢＢ処理カード３２１の割り当てを解除し、リソースを
解除する。さらに、制御部３６は、ハイブリッド無線通信装置１が接続する光インタフェ
ース３４１を間欠動作させる（ステップＳ１１４）。
【０１１３】
　ハイブリッド無線通信装置１の制御部２０は、ＲＲＨ部１１を省電力モードで動作させ
る（ステップＳ１１５）。
【０１１４】
　次に、図８を参照して、本実施例に係る無線通信システムにおけるリピータモードから
ＲＲＨモードへの切り替え手順について説明する。図８は、実施例１に係る無線通信シス
テムにおけるリピータモードからＲＲＨモードへの切り替え処理のシーケンス図である。
図８は下に進むにしたがい時間が経過することを表す。
【０１１５】
　切替前には、ＲＲＨ２は、ＣＰＲＩ６を介してＣ－ＢＢＵ３と接続している（ステップ
Ｓ２０１）。また、ハイブリッド無線通信装置１は、リピータモードで動作しており、親
基地局であるＲＲＨ２と無線接続している（ステップＳ２０２）。また、移動通信端末５
は、通信エリア１０に在圏しており、リピータ部１２によりハイブリッド無線通信装置１
と無線接続している（ステップＳ２０３）。
【０１１６】
　Ｃ－ＢＢＵ３の制御部３６は、ハイブリッド無線通信装置２の親基地局であるＲＲＨ２
への送信信号によりＲＲＨ２のトラフィックを監視する（ステップＳ２０４）。
【０１１７】
　そして、制御部３６は、ＲＲＨ２のトラフィック量がＲＲＨ閾値以上か否かを判定する
（ステップＳ２０５）。ここでは、トラフィック量がＲＲＨ閾値以上であるとする。
【０１１８】
　制御部３６は、ハイブリッド無線通信装置１に対するＲＲＨモードへの切替指示の制御
信号をＲＲＨ２に送信する（ステップＳ２０６）。
【０１１９】
　ＲＲＨ２は、ＲＲＨモード切替指示の制御信号をハイブリッド無線通信装置１へ転送す
る。ハイブリッド無線通信装置１の制御部２０は、リピータモードへの切替指示の制御信
号をＲＲＨ２から受信する（ステップＳ２０７）。
【０１２０】
　制御部２０は、Ｃ－ＢＢＵ３に接続するＣＰＲＩ６の回線を起動する（ステップＳ２０
８）。
【０１２１】
　Ｃ－ＢＢＵ３の制御部３６は、ハイブリッド無線通信装置１が接続する光インタフェー
ス３４１を連続動作に移行させる。さらに、制御部３６は、ＣＰＲＩ６を介して接続を要
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求するハイブリッド無線通信装置１にＢＢ処理カード３２１を割り当て、リソースを起動
する（ステップＳ２０９）。
【０１２２】
　ＲＲＨ部１１は、ＣＰＲＩ６を介してＣ－ＢＢＵ３に接続する（ステップＳ２１０）。
【０１２３】
　次に、制御部２０は、アッテネータ１３の減衰量を減少させ、ＲＲＨ部１１の出力を増
加させる。また、制御部２０は、アッテネータ１９の減衰量を増加させ、リピータ部１２
の出力を増加させる（ステップＳ２１１）。
【０１２４】
　リピータ部１２を用いてハイブリッド無線通信装置１に接続していた移動通信端末５は
、リピータ部１２の出力が減少することで受信強度が減少するので、ハンドオーバを実行
する（ステップＳ２１２）。ここでは、移動通信端末５がＲＲＨモードに遷移したハイブ
リッド無線通信装置１にハンドオーバする場合で説明する。
【０１２５】
　移動通信端末５は、ハンドオーバによりＲＲＨ部１１を用いてハイブリッド無線通信装
置１と無線接続する（ステップＳ２１３）。
【０１２６】
　制御部２０は、アッテネータ１９の減衰量が最大になると、リピータ部１２への電力供
給が停止するように制御し、リピータＨ部１２の動作を停止させる（ステップＳ２１４）
。
【０１２７】
　次に、図９を参照して、本実施例に係る通信システムにおけるＲＲＨモードからリピー
タモードへの変更時の処理の流れをさらに説明する。図９は、実施例１に係る通信システ
ムにおけるＲＲＨモードからリピータモードへの変更時の処理のフローチャートである。
【０１２８】
　ハイブリッド無線通信装置１のＲＲＨ部１１が、移動通信端末５にサービスを提供する
（ステップＳ３０１）。
【０１２９】
　Ｃ－ＢＢＵ３の制御部３６は、ハイブリッド無線通信装置１のトラフィック量がリピー
タ閾値未満か否かを判定する（ステップＳ３０２）。トラフィック量がリピータ閾値以上
の場合（ステップＳ３０２：否定）、制御部３６はステップＳ３０１に戻る。
【０１３０】
　これに対して、トラフィック量がリピータ閾値未満の場合（ステップＳ３０２：肯定）
、制御部３６は、リピータモードへの切替指示の制御信号を制御部２０へ送信する（ステ
ップＳ３０３）。
【０１３１】
　リピータモードへの切替指示を受けて、制御部２０は、リピータ部１２の出力を増加さ
せ、ＲＲＨ部１１の出力を低下させる（ステップＳ３０４）。
【０１３２】
　制御部２０は、ＲＲＨ部１１の出力の減衰量が上限に達したか否かを判定する（ステッ
プＳ３０５）。減衰量が上限に達していない場合（ステップＳ３０５：否定）、制御部２
０は、ステップＳ３０４に戻る。
【０１３３】
　これに対して、減衰量が上限に達した場合（ステップＳ３０５：肯定）、制御部２０は
、ＣＰＲＩ６の接続解除をＣ－ＢＢＵ３に通知する。そして、制御部２０は、ＣＰＲＩ６
の常時接続を解除する（ステップＳ３０６）。
【０１３４】
　Ｃ－ＢＢＵ３の制御部３６は、ＢＢ処理カード３２１へのハイブリッド無線通信装置１
の割り当てを解除し、且つ、光インタフェース３４１を間欠動作に移行させる（ステップ
Ｓ３０７）。
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【０１３５】
　制御部２０は、ＲＲＨ部１１の光インタフェース１１１及びＡＤ／ＤＡ変換部１１２を
間欠動作に移行させる（ステップＳ３０８）。
【０１３６】
　ハイブリッド無線通信装置１のリピータ部１２が、移動通信端末５にサービスを提供す
る（ステップＳ３０９）。
【０１３７】
　次に、図１０を参照して、本実施例に係る通信システムにおけるリピータモードからＲ
ＲＨモードへの変更時の処理の流れをさらに説明する。図１０は、実施例１に係る通信シ
ステムにおけるリピータモードからＲＲＨモードへの変更時の処理のフローチャートであ
る。
【０１３８】
　ハイブリッド無線通信装置１のリピータ部１２が、移動通信端末５にサービスを提供す
る（ステップＳ４０１）。
【０１３９】
　Ｃ－ＢＢＵ３の制御部３６は、ハイブリッド無線通信装置１の親基地局であるＲＲＨ２
のトラフィック量がＲＲＨ閾値以上か否かを判定する（ステップＳ４０２）。トラフィッ
ク量がＲＲＨ閾値未満の場合（ステップＳ４０２：否定）、制御部３６はステップＳ４０
１に戻る。
【０１４０】
　これに対して、トラフィック量がＲＲＨ閾値以上の場合（ステップＳ４０２：肯定）、
Ｃ－ＢＢＵ３の制御部３６は、ＲＲＨモードへの切替指示の制御信号を制御部２０へ送信
する（ステップＳ４０３）。
【０１４１】
　そして、制御部３６は、光インタフェース３４１を連続動作に移行させる（ステップＳ
４０４）。
【０１４２】
　ハイブリッド無線通信装置１の制御部２０は、ＣＰＲＩ６の常時接続を確立する。また
、制御部３６は、ＢＢ処理カード３２１にＣＰＵＲＩ６を介して接続したハイブリッド無
線通信装置１を割り当てる（ステップＳ４０５）。
【０１４３】
　制御部２０は、リピータ部１２の出力を減少させ、ＲＲＨ部１１の出力を増加させる（
ステップＳ４０６）。
【０１４４】
　制御部２０は、リピータ部１２の出力の減衰量が上限に達したか否かを判定する（ステ
ップＳ４０７）。減衰量が上限に達していない場合（ステップＳ４０７：否定）、制御部
２０は、ステップＳ４０６に戻る。
【０１４５】
　これに対して、減衰量が上限に達した場合（ステップＳ４０７：肯定）、制御部２０は
、リピータ部１２の動作を停止させる（ステップＳ４０８）。
【０１４６】
　ハイブリッド無線通信装置１のＲＲＨ部１１が、移動通信端末５にサービスを提供する
（ステップＳ４０９）。
【０１４７】
　以上に説明したように、本実施例に係るハイブリッド無線通信装置は、トラフィック量
が少なくなった場合にリピータモードで動作し、トラフィック量が多くなった場場合にＲ
ＲＨモードで動作する。これにより、通信エリア内の移動通信端末によるトラフィック量
が少ない場合には、通信エリアを維持しつつ使用リソースの削減及び消費電力の低減が実
現でき、通信エリア内の移動通信端末によるトラフィック量が多い場合には、キャパシテ
ィ及び通信エリアの両方を担保することができる。すなわち、本実施例に係るハイブリッ
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ド無線通信装置は、通信エリア内にユーザが急増した場合キャパシティを迅速に確保して
、ユーザの急増に対応することができる。
【０１４８】
　また、ハイブリッド無線通信装置がリピータモードに遷移した場合、Ｃ－ＢＢＵでは、
ハイブリッド無線通信装置のＢＢ処理カードの割り当て解除し、光インタフェースを停止
又は間欠動作に移行することができる。これにより、Ｃ－ＢＢＵにおいて、リソースの使
用効率を向上させるとともに、電力消費を抑えることができる。
【実施例２】
【０１４９】
　図１１は、実施例２に係るハイブリッド無線通信装置のブロック図である。本実施例に
係るハイブリッド無線通信装置は、通信エリア内のトラフィック量を自装置で判定して、
動作モードを切り替えることが実施例１と異なる。そこで、以下では、トラフィック量の
判定について主に説明する。図１１において、図３と同様の符号を有する各部は特に説明
のない限り同様の機能を有する。以下の説明では、実施例１と同様の各部の機能について
は説明を省略する。
【０１５０】
　ＲＲＨモードの場合、送信部１１３は、移動通信端末５に対する送信信号の強度を監視
する。そして、送信部１１３は、送信信号の強度を制御部２０へ出力する。
【０１５１】
　ここで、自装置が収容するトラフィックが減少した場合、一定時間の送信信号の平均電
力は減少する。そこで、送信信号の強度が低くなった場合、自装置が収容するトラフィッ
クが減少していると推定でき、ＲＲＨ機能を動作させなくてもよいと考えられる。
【０１５２】
　制御部２０は、リピータモードへの切り替えを判定するための送信信号強度閾値を予め
記憶している。この送信信号強度閾値が、「出力閾値」の一例にあたる。
【０１５３】
　制御部２０は、送信信号の強度の入力を送信部１１３から受ける。そして、制御部２０
は、受信した送信信号の強度が送信信号強度閾値未満か否かを判定する。
【０１５４】
　受信した送信信号の強度が送信信号強度閾値未満の場合、制御部２０は、トラフィック
量がリピータ閾値を下回ったと判定して、リピータモードへの切り替えを実施する。
【０１５５】
　リピータモードの場合、信号モニタ部１２３は、親基地局であるＲＲＨ２からの受信信
号の強度を監視する。そして、信号モニタ部１２３は、送信信号の強度を制御部２０へ出
力する。
【０１５６】
　ここで、親基地局が収容するトラフィックが増加した場合、一定時間の受信信号の平均
電力は上昇する。そこで、送信信号の強度が高くなった場合、親基地局が収容するトラフ
ィックが増加していると推定でき、ＲＲＨ機能を動作させ、キャパシティを増加させた方
がよいと考えられる。
【０１５７】
　制御部２０は、ＲＲＨモードへの切り替えを判定するための受信信号強度閾値を予め記
憶している。この受信信号強度閾値が、「信号強度閾値」の一例にあたる。
【０１５８】
　制御部２０は、ＲＲＨ２からの受信信号の強度の入力を信号モニタ部１２３から受ける
。そして、制御部２０は、受信した受信信号の強度が受信信号強度閾値以上か否かを判定
する。
【０１５９】
　受信した受信信号の強度が受信信号強度閾値以上の場合、制御部２０は、トラフィック
量がＲＲＨ閾値を上回ったと判定して、ＲＲＨモードへの切り替えを実施する。
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【０１６０】
　この場合、Ｃ－ＢＢＵ３の制御部３６は、動作モードの切り替えの指示をハイブリッド
無線通信装置１の制御部２０に行わなくてもよい。
【０１６１】
　次に、図１２を参照して、本実施例に係る無線通信システムにおけるＲＲＨモードから
リピータモードへの切り替え手順について説明する。図１２は、実施例２に係る無線通信
システムにおけるＲＲＨモードからリピータモードへの切り替え処理のシーケンス図であ
る。図１２下に進むにしたがい時間が経過することを表す。
【０１６２】
　切替前には、ＲＲＨ２は、ＣＰＲＩ６を介してＣ－ＢＢＵ３と接続している（ステップ
Ｓ５０１）。また、ハイブリッド無線通信装置１は、ＲＲＨモードで動作しており、ＣＰ
ＲＩ６を介してＣ－ＢＢＵ３と接続している（ステップＳ５０２）。また、移動通信端末
５は、通信エリア１０に在圏しており、ＲＲＨ部１１によりハイブリッド無線通信装置１
と無線接続している（ステップＳ５０３）。
【０１６３】
　制御部２０は、送信信号の強度が送信信号強度閾値未満か否かを判定する（ステップＳ
５０４）。ここでは、送信信号の強度が送信信号強度閾値未満であるとする。
【０１６４】
　制御部２０は、リピータモードへの切り替えをＣ－ＢＢＵ３に通知する（ステップＳ５
０５）。
【０１６５】
　そして、リピータ部１２は、親基地局であるＲＲＨ２からの信号の受信を開始する（ス
テップＳ５０６）。
【０１６６】
　次に、制御部２０は、アッテネータ１３の減衰量を増加させ、ＲＲＨ部１１の出力を減
少させる。また、制御部２０は、アッテネータ１９の減衰量を減少させ、リピータ部１２
の出力を増加させる（ステップＳ５０７）。
【０１６７】
　このとき、親基地局であるＲＲＨ２は、ＣＰＲＩ６を介してのＣ－ＢＢＵ３との接続を
継続している（ステップＳ５０８）。
【０１６８】
　ハイブリッド無線通信装置１は、リピータ部１２の出力が増加することで、リピータ部
１２を介して親基地局であるＲＲＨ２と無線通信で接続する（ステップＳ５０９）。
【０１６９】
　移動通信端末５は、ＲＲＨ部１１の出力が減少することで受信強度が減少するので、ハ
ンドオーバを実行する（ステップＳ５１０）。ここでは、移動通信端末５がリピータモー
ドに遷移したハイブリッド無線通信装置１にハンドオーバする場合で説明する。
【０１７０】
　移動通信端末５は、ハンドオーバを実行し、リピータ部１２によりハイブリッド無線通
信装置１と無線接続する（ステップＳ５１１）。この場合、移動通信端末５は、ハイブリ
ッド無線通信装置１を介してＲＲＨ２へ信号を送信し、ＲＲＨ２は、受信した移動通信端
末５からの信号をＣ－ＢＢＵ３へ送信する。
【０１７１】
　制御部２０は、アッテネータ１３の減衰量が上限に達すると、ＣＰＲＩ６の接続解除の
通知をＣ－ＢＢＵ３の制御部３６へ送信する（ステップＳ５１２）。
【０１７２】
　Ｃ－ＢＢＵ３の制御部３６は、ＣＰＲＩ６の接続解除の通知を受けると、ハイブリッド
無線通信装置１を割り当てていたＢＢ処理カード３２１の割り当てを解除し、リソースを
解除する。さらに、制御部３６は、ハイブリッド無線通信装置１が接続する光インタフェ
ース３４１を間欠動作させる（ステップＳ５１３）。
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【０１７３】
　制御部２０は、ＲＲＨ部１１を省電力モードへ移行させる（ステップＳ５１４）。
【０１７４】
　次に、図１３を参照して、本実施例に係る無線通信システムにおけるリピータモードか
らＲＲＨモードへの切り替え手順について説明する。図１３は、実施例２に係る無線通信
システムにおけるリピータモードからＲＲＨモードへの切り替え処理のシーケンス図であ
る。図１３は下に進むにしたがい時間が経過することを表す。
【０１７５】
　切替前には、ＲＲＨ２は、ＣＰＲＩ６を介してＣ－ＢＢＵ３と接続している（ステップ
Ｓ６０１）。また、ハイブリッド無線通信装置１は、リピータモードで動作しており、親
基地局であるＲＲＨ２と無線接続している（ステップＳ６０２）。また、移動通信端末５
は、通信エリア１０に在圏しており、リピータ部１２によりハイブリッド無線通信装置１
と無線接続している（ステップＳ６０３）。
【０１７６】
　制御部２０は、ＲＲＨ２からの受信信号の強度が受信信号強度閾値以上か否かを判定す
る（ステップＳ６０４）。ここでは、受信信号の強度が受信信号強度閾値以上であるとす
る。
【０１７７】
　制御部２０は、Ｃ－ＢＢＵ３に対するＲＲＨモードへの切り替えの通知をＲＲＨ２に送
信する（ステップＳ６０５）。
【０１７８】
　ＲＲＨ２は、ＲＲＨモードへの切り替えの通知をＣ－ＢＢＵ２へ転送する。Ｃ－ＢＢＵ
３の制御部３６は、ＲＲＨモードへの切替指示の制御信号をＲＲＨ２から受信する（ステ
ップＳ６０６）。
【０１７９】
　制御部２０は、Ｃ－ＢＢＵ３に接続するＣＰＲＩ６の回線を起動する（ステップＳ６０
７）。
【０１８０】
　Ｃ－ＢＢＵ３の制御部３６は、ハイブリッド無線通信装置１が接続する光インタフェー
ス３４１を連続動作に移行させる。さらに、制御部３６は、ＣＰＲＩ６を介して接続を要
求するハイブリッド無線通信装置１にＢＢ処理カード３２１を割り当て、リソースを起動
する（ステップＳ６０８）。
【０１８１】
　ＲＲＨ部１１は、ＣＰＲＩ６を介してＣ－ＢＢＵ３に接続する（ステップＳ６０９）。
【０１８２】
　次に、制御部２０は、アッテネータ１３の減衰量を減少させ、ＲＲＨ部１１の出力を増
加させる。また、制御部２０は、アッテネータ１９の減衰量を増加させ、リピータ部１２
の出力を低下させる（ステップＳ６１０）。
【０１８３】
　リピータ部１２を用いてハイブリッド無線通信装置１に接続していた移動通信端末５は
、リピータ部１２の出力が減少することで受信強度が減少するので、ハンドオーバを実行
する（ステップＳ６１１）。ここでは、移動通信端末５がＲＲＨモードに遷移したハイブ
リッド無線通信装置１にハンドオーバする場合で説明する。
【０１８４】
　移動通信端末５は、ハンドオーバによりＲＲＨ部１１を用いてハイブリッド無線通信装
置１と無線接続する（ステップＳ６１２）。
【０１８５】
　制御部２０は、アッテネータ１９の減衰量が最大になると、リピータ部１２への電力供
給が停止するように制御し、リピータ部１２の動作を停止させる（ステップＳ６１３）。
【０１８６】
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　以上に説明したように、本実施例に係るハイブリッド無線通信装置１は、自装置でトラ
フィック量について判定を行い、動作モードの切り替えを決定する。これにより、Ｃ－Ｂ
ＢＵにおいてトラフィック量の判定を行わなくても、通信エリア内の移動通信端末による
トラフィック量が少ない場合には、通信エリアを維持しつつ使用リソースの削減及び消費
電力の低減が実現できる。また、通信エリア内の移動通信端末によるトラフィック量が多
い場合には、キャパシティ及び通信エリアの両方を担保することができる。このように、
Ｃ－ＢＢＵにおける、リソースの使用効率を向上させるとともに、電力消費を抑えること
ができる。
【実施例３】
【０１８７】
　次に、実施例３について説明する。本実施例に係るハイブリッド無線通信装置は、所定
の時刻になると動作モードを切り替えることが実施例１と異なる。そこで、以下では、時
刻に合わせた動作モードの切り替えについて主に説明する。本実施例に係るハイブリッド
無線通信装置も、図３のブロック図で表される。また、本実施例に係るＣ－ＢＢＵも、図
４のブロック図で表される。以下の説明では、実施例１又は２と同様の各部の機能につい
ては説明を省略する。
【０１８８】
　Ｃ－ＢＢＵ３の制御部３６は、時計を有している。また、制御部３６は、ＲＲＨモード
からリピータモードへ切り替えるリピータ機能開始時刻を予め記憶している。また、制御
部３６は、リピータモードからＲＲＨモードへ切り替えるＲＲＨ機能開始時刻を予め記憶
している。このＲＲＨ機能開始時刻が、「第１時刻」の一例にあたり、リピータ機能開始
時刻が、「第２時刻」の一例にあたる。
【０１８９】
　制御部３６は、自己が有する時計を用いて、リピータ機能開始時刻になったことを検知
する。そして、制御部３６は、リピータモードへの切替指示の制御信号をハイブリッド無
線通信装置１の制御部２０へ送信する。制御部２０は、リピータモードへの切替指示の制
御信号を受けて、ＲＲＨモードへの切り替えを実行する。
【０１９０】
　また、制御部３６は、自己が有する時計を用いて、ＲＲＨ機能開始時刻になったことを
検知する。そして、制御部３６は、ＲＲＨモードへの切替指示の制御信号をハイブリッド
無線通信装置１の制御部２０へ送信する。制御部２０は、ＲＲＨモードへの切替指示の制
御信号を受けて、リピータモードへの切り替えを実行する。
【０１９１】
　本実施例に係る無線通信システムにおけるＲＲＨモードからリピータモードへの処理手
順は、図７において、ステップＳ１０５の「トラフィック量がリピータ閾値未満かの判定
」の処理を「リピータ機能開始時刻になったことを検知」する処理に変更した手順である
。また、リピータモードからＲＲＨモードへの処理手順は、図８において、ステップＳ２
０５の「トラフィック量がＲＲＨ閾値以上かの判定」の処理を「ＲＲＨ機能開始時刻にな
ったことを検知」する処理に変更した手順となる。
【０１９２】
　さらに、本実施例では、Ｃ－ＢＢＵ３が時刻の到来を検知していたが、この処理をハイ
ブリッド無線基地局装置１の制御部２０が行ってもよい。具体的には、制御部２０は、時
計を有し、且つ、リピータ機能開始時刻及びＲＲＨ機能開始時刻を予め記憶しておき、各
時刻の到来を検知する。
【０１９３】
　その場合、ＲＲＨモードからリピータモードへの処理手順は、図１２において、ステッ
プＳ５０４の「送信信号の強度が送信信号強度閾値未満かの判定」の処理を「リピータ機
能開始時刻になったことを検知」する処理に変更した手順となる。また、リピータモード
からＲＲＨモードへの処理手順は、図１３において、ステップＳ６０４の「受信信号の強
度が受信信号強度閾値以上かの判定」の処理を「ＲＲＨ機能開始時刻になったことを検知
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」する処理に変更した手順となる。
【０１９４】
　以上に説明したように、本実施例に係るハイブリッド無線通信装置は、所定の時刻にな
ると動作モードを切り替える。これは、例えば、イベント会場や遊園地といった特定の時
間に通信エリア内に移動通信端末が増加することが明確な場所で使用することが好ましい
。そのような場所において、通信エリア内に移動通信端末が増加する時間内はＲＲＨモー
ドで動作させ、その他の時間ではリピータモードで動作させる。これにより、トラフィッ
ク量を監視せずとも、通信エリア内の移動通信端末によるトラフィック量が増加した場合
にはキャパシティと通信エリアを確保でき、移動通信端末によるトラフィック量が少ない
場合には通信エリアを確保しつつ使用リソースの削減及び消費電力の低減を実現すること
ができる。
【実施例４】
【０１９５】
　図１４は、実施例４に係るハイブリッド無線通信装置のブロック図である。本実施例に
係るハイブリッド無線通信装置１は、リピータモードにおいてＲＲＨ部１２への電力供給
を停止し、ＲＲＨ部１１の動作を停止させることが実施例１と異なる。そこで、以下では
、リピータモードにおける各部について主に説明する。
【０１９６】
　本実施例に係るハイブリッド無線通信装置１は、実施例１に係るハイブリッド無線通信
装置に無線モデム２２を加えた構成を有する。図１４において、図３と同様の符号を有す
る各部は、特に説明のない限り同様の機能を有する。以下では、実施例１と同様の各部の
機能については説明を省略する。
【０１９７】
　リピータモードにおいて、分配器１８は、移動通信端末５から親局装置であるＲＲＨ２
に向けて送信された信号を混合器１２４へ出力する。
【０１９８】
　混合器１２４は、移動通信端末５から送られた信号の入力を分配器１８から受ける。ま
た、混合器１２４は、ＲＲＨモードへの切替指示の制御信号に対する応答の入力を無線モ
デム２２から受ける。そして、混合器１２４は、受信した信号をＰＡ１２２を介して送受
信共用器１２１へ出力する。
【０１９９】
　送受信共用器１２１は、移動通信端末５から送られた信号及びＲＲＨモードへの切替指
示の制御信号に対する応答の入力を受ける。そして、送受信共用器１２１は、基地局向ア
ンテナ２４を介して親基地局であるＲＲＨ２に移動通信端末５から送られた信号及びＲＲ
Ｈモードへの切替指示の制御信号に対する応答を送信する。
【０２００】
　また、送受信共用器１２１は、基地局向アンテナ２４を介して、移動通信端末５宛ての
信号及びＲＲＨモードへの切替指示の制御信号を親基地局であるＲＲＨ２から受信する。
そして、送受信共用器１２１は、受信した移動通信端末５宛ての信号及びＲＲＨモードへ
の切替指示の制御信号を信号モニタ１２３を介して分配器１２５へ出力する。
【０２０１】
　分配器１２５は、移動通信端末５宛ての信号及びＲＲＨモードへの切替指示の制御信号
の入力を受ける。そして、分配器１２５は、アッテネータ１９及び無線モデム２２へ分配
出力する。
【０２０２】
　無線モデム２２は、受信した信号に対してＡＤ変換などの処理を施してＲＲＨモードへ
の切り替え指示の制御信号を制御部２０へ出力する。
【０２０３】
　また、無線モデム２２は、ＲＲＨモードへの切替指示の制御信号の応答の信号の入力を
制御部２０から受ける。そして、無線モデム２２は、受信した信号に対してＤＡ変換など
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の処理を施して混合器１２４へ出力する。
【０２０４】
　制御部２０は、リピータモードのときに、ＲＲＨモードへの切替指示の制御信号の入力
を無線モデム２２から受ける。そして、制御部２０は、ＲＲＨモードへの切替指示の制御
信号への応答の信号を無線モデム２２へ出力する。さらに、制御部２０は、ＲＲＨ部１１
への電力供給を開始させ、ＲＲＨ部１１を起動させる。その後、制御部２０は、ＲＲＨモ
ードへの切り替えを実行する。
【０２０５】
　また、ＲＲＨモードのときには、制御部２０は、リピータモードへの切替指示の制御信
号の入力をＡＤ／ＤＡ変換部１１２から受ける。そして、制御部２０は、リピータモード
への切り替えを実行し、最終的にＲＲＨ部１１への電力供給を停止する制御を行い、ＲＲ
Ｈ部１１の動作を停止させる。
【０２０６】
　Ｃ－ＢＢＵ３の制御部３６は、ハイブリッド無線通信装置１がリピータモードの場合、
ハイブリッド無線通信装置１が接続されている光インタフェース３４１を停止することが
できる。そして、制御部３６は、ＲＲＨモードへの切替指示の制御信号をハイブリッド無
線通信装置１の親局装置であるＲＲＨ２を介してハイブリッド無線通信装置１に通知する
。
【０２０７】
　以上に説明したように、本実施例は、無線モデムを用いることで、無線で受信した制御
信号を処理することができる。これにより、リピータモードの場合に、ＲＲＨ部への電力
供給を停止し、ＲＲＨ部の動作を停止させることができる。したがって、実施例１に比べ
て、本実施例に係るハイブリッド無線通信装置は、より消費電力を削減することができる
。
【実施例５】
【０２０８】
　次に、実施例５について説明する。本実施例に係るハイブリッド無線通信装置は、選択
した動作モードで使用する通信に障害が発生した場合に、他方の動作モードに切り替わる
ことが実施例１～３と異なる。そこで、以下では、障害発生時の各部の動作について説明
する。本実施例に係るハイブリッド無線通信装置も、図３で表される。以下の説明では、
実施例１と同じ各部の機能については説明を省略する。
【０２０９】
　制御部２０は、ＲＲＨモード選択中に、光インタフェース１１１からＡＤ／ＤＡ変換部
１１２に入力される信号を監視する。ＲＲＨモードで動作している場合にＣ－ＢＢＵ３と
の間の通信に障害が発生すると、光インタフェース１１１からＡＤ／ＤＡ変換部１１２へ
の信号の入力が停止する。そこで、制御部２０は、光インタフェース１１１からＡＤ／Ｄ
Ａ変換部１１２への信号の入力が予め決められて一定期間無い場合、Ｃ－ＢＢＵ３との通
信において障害が発生したと判定する。
【０２１０】
　制御部２０は、ＲＲＨモード選択中にＣ－ＢＢＵ３との通信において障害が発生したと
判定すると、リピータモードへの切り替えを行う。
【０２１１】
　制御部２０は、リピータモード選択中に、信号モニタ部１２３への信号の入力を監視す
る。ただし、図３では監視の矢印を省略している。リピータモードで動作している場合に
親基地局であるＲＲＨ２との間の通信に障害が発生すると、信号モニタ部１２３への信号
の入力が停止する。そこで、制御部２０は、信号モニタ部１２３への信号の入力が予め決
められて一定期間無い場合、親基地局であるＲＲＨ２との通信において障害が発生したと
判定する。
【０２１２】
　制御部２０は、リピータモード選択中に親基地局であるＲＲＨ２との通信において障害
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が発生したと判定すると、ＲＲＨモードへの切り替えを行う。
【０２１３】
　以上に説明したように、本実施例に係るハイブリッド無線通信装置は、選択中の動作モ
ードにおいて使用する通信に障害が発生した場合、他方の動作モードへ切り替える。これ
により、通信経路の冗長性を確保することができ、通信の継続性を維持することができる
。
【符号の説明】
【０２１４】
　１　ハイブリッド無線通信装置
　２，２ａ～２ｃ　ＲＲＨ
　３，３ａ～３ｃ　Ｃ－ＢＢＵ
　４　コアネットワーク
　５　移動通信端末
　６　ＣＰＲＩ
　１０，２０ａ，２０ｂ　通信エリア
　１１　ＲＲＨ部
　１２　リピータ部
　１３　アッテネータ
　１４　混合器
　１５　ＰＡ
　１６　送受信共用器
　１７　ＬＮＡ
　１８　分配器
　１９　アッテネータ
　２０　制御部
　２１　電源部
　２２　無線モデム
　２３　端末向アンテナ
　２４　基地局向アンテナ
　３１　コアネットワークインタフェース
　３２　ＢＢ処理部
　３３　スイッチ
　３４　ＲＲＨインタフェース
　４１　ＭＭＥ
　４２　ＨＳＳ
　４３　Ｓ－ＧＷ
　４４　Ｐ－ＧＷ
　４５　ＰＣＲＦ
　４６　パケットサービス網
　１１１　光インタフェース
　１１２　ＡＤ／ＤＡ変換部
　１１３　送信部
　１１４　受信部
　１１５　発振器
　１１６　ＤＡＣ
　１１７　ＡＤＣ
　１２１　送受信用共用器
　１２２　ＰＡ
　１２３　信号モニタ部
　１３１　直交変調器
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　１３２　アップコンバータ
　１４１　直交復調器
　１４２　ダウンコンバータ
　２０１　ＣＰＵ
　２０２　メモリ
　３２１，３２１ａ～３２１ｄ　ＢＢ処理カード
　３４１，３４１ａ～３４１ｄ　光インタフェース
　３６１　ＣＰＵ
　３６２　メモリ

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】 【図１４】
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